
本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を
記載した書面をお送りいたします。なお、電子提供措置事項のうち、上記の事項につき
ましては、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、お送りする書面には記載していま
せん。

株　主　各　位

第34回定時株主総会招集ご通知に際しての
電子提供措置事項

計算書類の個別注記表

（2022年９月１日から2023年８月31日まで）

ホームポジション株式会社



建物 ８年～39年
構築物 10年～20年
車両運搬具 ２年～６年
工具、器具及び備品 ３年～15年

個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準及び評価方法
・販売用不動産及び仕掛販売用不動産

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下
げの方法により算定）を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法
ａ．有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した

建物（建物附属設備を除く）及び2016年４月１日以降に取得した建物
附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

ｂ．無形固定資産 定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
自社利用のソフトウエア　５年（社内における利用可能期間)

(3) 繰延資産の処理方法
ａ．株式交付費 支出時に全額費用処理しております。
ｂ．社債発行費 支出時に全額費用処理しております。

(4) 引当金の計上基準
賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき

当事業年度に負担すべき金額を計上しております。

(5) 収益及び費用の計上基準
ａ．戸建住宅の分譲 戸建住宅の分譲（土地のみの分譲を含む）については、物件の引渡時点

において顧客が当該物件に対する支配を獲得し、履行義務が充足される
と判断しているため、物件の引渡時点で収益を認識しております。
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販売用不動産 4,214,764千円
仕掛販売用不動産 7,705,747千円
売上原価 83,459千円

ｂ．注文住宅等における
請負工事 注文住宅における請負工事については、請負工事の進捗により履行義務

が充足されていくものと判断しており、一定の期間にわたり充足される
履行義務として、ごく短い期間にわたり充足される履行義務を除き、履
行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識し
ております。履行義務の充足に係る進捗度の見積りは、原価比例法に準
じた方法によっております。ごく短い期間にわたり充足される履行義務
については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しておりま
す。

(6) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理 資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用とし

て処理しております。

２. 会計上の見積りに関する注記
販売用不動産及び仕掛販売用不動産の評価
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

(2) 識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
　販売用不動産及び仕掛販売用不動産について、棚卸資産の評価に関する会計基準に従い、取得原価をも
って貸借対照表価額とし、期末における正味売却価額が取得原価より下落している場合には、当該正味売
却価額をもって貸借対照表価額としております。
　また当社は、収益性低下の事実を計算書類に反映させるため、個別評価対象物件を除き、過去の販売実
績に基づく損失計上実績率により一律に帳簿価額を切下げた価額をもって貸借対照表価額としておりま
す。損失計上実績率は、当社の販売エリアごとに、過去の赤字販売実績を基に算定しております。これ
は、将来の損失発生見込額が過去の赤字販売実績に近似するとの仮定に基づいております。
　なお、将来に大きな赤字販売が見込まれるなど、著しく収益性の低下した棚卸資産については個別評価
対象物件とし、従来同様、物件ごとに正味売却価額を見積、正味売却価額まで帳簿価額を切り下げており
ます。
　今後原材料価格の高騰や需要環境等の変化により追加的な帳簿価額の切下げが必要となった場合、翌事
業年度の計算書類に影響を与える可能性があります。
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販売用不動産 ： 3,100,635千円
仕掛販売用不動産 ： 6,390,382千円

計 ： 9,491,017千円

短期借入金 ： 6,473,050千円
１年内返済予定の長期借入金 ： 14,777千円
長期借入金 ： 85,000千円

計 ： 6,572,827千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 188,973千円

３. 会計上の見積りの変更に関する注記
棚卸資産の評価方法の変更
　当社は、物件ごとの正味売却価額に基づき収益性の低下の見積りを行ってきましたが、現状の企業規模に
おける実績データの蓄積により、当事業年度において、収益性の低下の事実をより適切に財政状態及び経営
成績に反映させるよう、個別評価対象物件を除き、過去の損失計上実績率により一律に帳簿価額を切下げる
方法に変更しております。
　なお、将来に大きな赤字販売が見込まれるなど、著しく収益性の低下した棚卸資産については個別評価対
象物件とし、従来同様、物件ごとに正味売却価額を見積、正味売却価額まで帳簿価額を切り下げておりま
す。
　この変更により、従来の方法と比べて、当事業年度の売上原価が4,069千円増加し、営業利益、経常利益
及び税引前当期純利益が同額減少しております。

４. 貸借対照表に関する注記
(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

ａ. 担保に供している資産

ｂ. 担保に係る債務

－ 3 －



(1) 当事業年度の末日における発行済株式の数 普通株式 5,990,000株

(2) 当事業年度の末日における自己株式の数 －株

決議 株式の種類
配当金の

総額
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日

2022年
10月25日
取締役会

普通株式 149,750千円 25円
2022年

８月31日
2022年

11月24日

決議予定 株式の種類 配当の原資
配当金の

総額
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日

2023年
10月26日
取締役会

普通株式 利益剰余金 29,950千円 5円
2023年

８月31日
2023年

11月29日

普通株式 400,000株

５. 株主資本等変動計算書に関する注記

(3) 剰余金の配当に関する事項
ａ．当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

b．基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

(4) 当事業年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の目的となる
株式の種類及び数
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繰延税金資産
棚卸資産評価損 38,620千円
賞与引当金 28,855千円
未払事業税 585千円
未払法定福利費 4,518千円
資産除去債務 5,950千円
土地減損損失 4,510千円
一括償却資産 1,063千円
繰延消費税 515千円
その他 2,257千円

繰延税金資産小計 86,876千円
評価性引当額 △21,339千円

繰延税金資産合計 65,536千円
繰延税金負債

資産除去債務 △3,100千円
繰延税金負債合計 △3,100千円
繰延税金資産の純額 62,435千円

６. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

７. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

ａ．金融商品に対する取組方針
当社は、戸建分譲事業を行うために必要な資金を金融機関等からの借入や社債発行により調達しており

ます。余剰資金の運用については、安全性の高い短期的な預金に限定しております。

b．金融商品の内容及びそのリスク
　預金は普通預金であります。営業債権である完成工事未収入金は、主に事業年度末時点において進行
中の建築請負工事に係る債権であり、顧客の信用リスクに晒されております。
　営業債務である工事未払金及び未払金は、１年以内に支払期日が到来する債務でありますが、流動性
リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）に晒されております。
　短期借入金、長期借入金及び社債は、主に戸建分譲事業のための資金調達を目的としたものであり、
これらの多くは固定金利を採用しておりますが、同様に流動性リスクに晒されております。
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貸借対照表計上額
（千円） 時価（千円） 差額（千円）

１. 社債（１年内償還予定の社債を含
む） 1,111,700 1,102,975 △8,724

２. 長期借入金（１年内返済予定の長期
借入金を含む） 1,705,870 1,694,396 △11,473

負債計 2,817,570 2,797,372 △20,197

ｃ．金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理
　完成工事未収入金は、決済日における顧客からの入金を確認するなど、残高を個別に把握する体制を
取っております。
②市場リスクの管理
　金利変動リスクについては、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金融機関より金
融商品に関する情報を収集し、定期的に借入先及び契約内容の見直しを実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　財務担当部門が適時資金計画を作成・更新するとともに、適切な手許流動性を確保することなどによ
り管理しております。

ｄ．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用すること
により、当該価額が変動することがあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　2023年８月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。なお、市場価格のない株式等は次表に含めておりません（（注）参照）。また、現金は注記を省略して
おり、預金、完成工事未収入金、工事未払金、短期借入金及び未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿
価額に近似することから、注記を省略しております。

（注）出資金（貸借対照表計上額 390千円）は、市場価格のない株式等であるため、上表に記載しておりま
せん。
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区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
１. 社債（１年内償還予

定の社債を含む） － 1,102,975 － 1,102,975
２. 長期借入金（１年内

返済予定の長期借入
金を含む）

－ 1,694,396 － 1,694,396

負債計 － 2,797,372 － 2,797,372

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル
に分類しております。
　　レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における相場価格により算定した時価
　　レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定し

た時価
　　レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

ａ．時価で貸借対照表に計上している金融商品
　　該当事項はありません。

ｂ．時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
　　１．社債（１年内償還予定の社債を含む）

　当社の発行する社債の時価は、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率
で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２に分類しております。

　　２．長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）
　長期借入金の時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率
で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２に分類しております。

８. 関連当事者との取引に関する注記
該当事項はありません。
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一定の期間にわたって認識する収益（注）１ 268,561
一時点で認識する収益（注）２ 19,580,458
顧客との契約から生じる収益 19,849,019
その他の収益 －
外部顧客への売上高 19,849,019

顧客との契約から生じた債権（期首残高） －千円
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 17,050千円
契約資産（期首残高） 19,161千円
契約資産（期末残高） 6,306千円
契約負債（期首残高） 99,903千円
契約負債（期末残高） 50,190千円

9. 収益認識に関する注記
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

（注）１　注文住宅における請負工事に係る収益であります。
２　主に、戸建住宅の分譲（土地のみの分譲を含む）に係る収益であります。なお、一定の期間にわたり

充足される履行義務で、金額的重要性が乏しい、又はごく短い期間にわたり充足される履行義務に該当
する金額を含めて表示しております。

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「（5）収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであ
ります。

(3) 当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
ａ．契約資産及び契約負債の残高等

　契約資産は、一定の期間にわたり収益を認識する工事契約において、期末時点で充足した履行義務
のうち、未請求の対価に対する当社の権利に関するものであり、貸借対照表上「完成工事未収入金」
に計上しております。請負工事の対価は、契約に基づき段階的に受領し、履行義務を完全に充足する
時点で残額を受領します。
　契約負債は、戸建住宅の分譲（土地のみの分譲を含む）においては、引渡前の物件に係る顧客から
の前受金であり、注文住宅における請負工事においては、契約に基づき顧客から受け取った履行義務
充足前の前受金であり、いずれも貸借対照表上「前受金」に計上しております。契約負債は、収益の
認識に伴い取り崩されます。当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の前受金残高に含まれ
ていた額は99,883千円であります。
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(1) １株当たり純資産額 692円95銭
(2) １株当たり当期純利益 20円20銭

b．残存履行義務に配分した取引価格
　当社においては、契約期間が１年を超えるものはなく、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価
格に含まれていない金額はありません。

10. １株当たり情報に関する注記

11. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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